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(57)【要約】
　現金引き出し取引を行うユーザ端末は、ユーザデバイ
スを読み取るリーダと、ユーザデバイスから該ユーザデ
バイスに関連する口座を表す口座データを取得し、口座
に対して現金引き出しのためのユーザ要求を受信するよ
うに構成された処理リソースと、現金引き出しのための
ユーザ要求に応答して、現金に交換可能なトークンを発
行するよう構成された出力装置と、を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザデバイスを読み取るためのリーダと、
　前記ユーザデバイスから該ユーザデバイスに関連付けられた口座を表す口座データを取
得し、前記口座に対して現金引き出しのためのユーザ要求を受信するように構成された処
理リソースと、
　前記現金引き出しのためのユーザ要求に応答して、現金に交換可能なトークンを発行す
るように構成された出力装置と、
を備えている、現金引き出し取引を行うユーザ端末。
【請求項２】
　ユーザデバイスを読み取るためのリーダと、
　前記ユーザデバイスから該ユーザデバイスに関連付けられた口座を表す口座データを取
得し、前記口座に対して現金預け入れのためのユーザ要求を受信するように構成された処
理リソースと、
　前記現金預け入れのためのユーザ要求に応答して、前記現金預け入れの総額を表し及び
／又はユーザが前記現金を供与することになっているさらなる関係者を同定するトークン
を発行するように構成された出力装置と、
を備えている、現金預け入れ取引を行うユーザ端末。
【請求項３】
　前記ユーザ端末は、現金保管装置及び現金取扱機構の少なくとも１つも備えていない、
請求項１又は２に記載のユーザ端末。
【請求項４】
　前記ユーザ端末は、ＡＴＭプロトコルに従って動作するよう構成される、
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項５】
　前記ユーザ端末は、前記現金引き出し取引の実行時に前記ユーザに現金を支給しないよ
う構成される、
　請求項１又は請求項１に従属する請求項３及び４のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項６】
　前記ユーザ端末は、前記現金預け入れ取引の実行時に前記ユーザから現金を受け取らな
いよう構成される、
請求項２又は請求項２に従属する請求項３及び４のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項７】
　さらに、通信リソースを備え、
　前記処理リソースは、前記通信リソースを介して少なくとも１つのメッセージを送信す
るよう構成され、前記少なくとも１つのメッセージは、前記取引に対してユーザの口座の
からの引き落し又は入金をするための要求を表す、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項８】
　前記処理リソースは、前記取引に対して、さらなる関係者の口座に入金又は引き落とし
をするための少なくとも１つのメッセージを送信するよう構成される、
請求項７に記載のユーザ端末。
【請求項９】
　前記処理リソースは、複数のユーザに対して複数の取引を行い、前記複数の取引の合計
金額を前記さらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするために、少なくとも１つの
金融機関にメッセージを送信するよう構成される、
請求項８に記載のユーザ端末。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ＡＴＭプロトコルメッセージフォーマットで少な
くとも１つのメッセージを含む、
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請求項８又は９に記載のユーザ端末。
【請求項１１】
　前記トークンは、前記取引の総額に対して前記又はさらなる関係者と交換可能である、
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１２】
　前記さらなる関係者は前記ユーザ端末に関連付けられ、随意、前記ユーザ端末は、前記
さらなる関係者を前記ユーザ端末に関連付けられているとして同定する識別子を格納して
いるデータストアを備える、
請求項８乃至１１のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末は、前記現金引き出し取引又は前記現金預け入れ取引を完了させるため
に、前記さらなる関係者に関連付けられているさらなるユーザデバイスの読み取りを要求
するよう構成される、
請求項８乃至１２のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１４】
　さらに、ビデオカメラを備え、
　前記処理リソースは、前記ビデオカメラの視野内の位置にて前記ユーザと現金を交換す
るよう、前記さらなる関係者に要求することを前記ユーザに促すように構成され、前記処
理リソースはさらに、前記ビデオカメラから取得されたビデオデータをログするように構
成される、
請求項８乃至１３のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１５】
　前記処理リソースは、前記現金交換が行われようとするとき、及び／又は前記交換が完
了したとき、少なくとも１つのユーザ入力を提供することを前記ユーザに促すように構成
される、
請求項１４に記載のユーザ端末。
【請求項１６】
　前記トークンは、前記トークンの有効期限を表す時間インジケータを含む、
請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１７】
　前記出力装置はプリンタを備え、前記トークンは印刷トークン、例えば印刷された紙片
を含む、
請求項１乃至１６のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　前記取引を表す領収書を発行するよう構成され、前記領収書はトークンから分離する、
請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１９】
　前記トークンを発行するよう構成された前記出力装置から分離した領収書プリンタをさ
らに備える、
請求項１７に従属する請求項１８に記載のユーザ端末。
【請求項２０】
　前記トークンは少なくとも１つの紙トークン又は電子トークンを含む、
請求項１乃至１９のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項２１】
　筺体及び前記筺体の改ざんを検知するための少なくとも１つのセンサをさらに備える、
請求項１乃至２０のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項２２】
　ユーザデバイスを読み取るステップと、
　前記ユーザデバイスから前記ユーザデバイスに関連付けられている口座を表す口座デー
タを取得するステップと、
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　前記口座に対して現金引き出しの要求を受信するステップと、
　前記口座から前記取引の総額を引き落とすステップと、
　現金引き出しのための前記要求に応答して、現金に交換可能なトークンを発行するステ
ップと、
を含む、現金引き出し取引を行う方法
【請求項２３】
　ユーザデバイスを読み取るステップと、
　前記ユーザデバイスから前記ユーザデバイスに関連付けられている口座を表す口座デー
タを取得するステップと、
　前記口座に対して現金預け入れの要求を受信するステップと、
　前記口座に前記取引の総額を入金するステップと、
　現金預け入れのための前記要求に応答して、前記現金預け入れの総額を表し、及び／又
は前記ユーザが前記現金を供与することになっているさらなる関係者を同定するトークン
を発行するステップと、
を含む、現金預け入れ取引を行う方法
【請求項２４】
　ＡＴＭプロトコルに従って動作するユーザ端末を使用して行われる、
請求項２２又は２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記トークンはユーザ端末によって発行され、前記方法は、前記取引の実行時に前記ユ
ーザ端末によって前記ユーザに現金を支給しない、
請求項２２又は請求項２２に従属する請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記トークンは、ユーザ端末によって発行され、前記ユーザ端末は、現金保管装置及び
現金取扱機構の少なくとも１つも備えていない、
請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記トークンはユーザ端末によって発行され、前記方法は、前記現金預け入れ取引の実
行時に前記ユーザ端末によって前記ユーザから現金を受け取らない、
請求項２３又は、請求項２３に従属する請求項２４乃至２６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記取引に対して前記ユーザの口座からの引き落し、又は入金をするための要求を含む
少なくとも１つのメッセージを送信するステップをさらに含む、
請求項２２乃至２７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記取引に対してさらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするための要求を含む
少なくとも１つのメッセージを送信するステップをさらに含む、
請求項２２乃至２８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
　複数の取引の合計額で前記さらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするための要
求を表すメッセージを送信するステップをさらに含む、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ＡＴＭメッセージフォーマットの少なくとも１つ
のメッセージを含む、
請求項２８乃至３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記取引の総額に対して、前記又はさらなる関係者とトークンを交換するステップをさ
らに含む、
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請求項２２乃至３１のいずれか１項に記載の方法。
 
【請求項３３】
　前記さらなる関係者は前記ユーザ端末に関連付けられ、随意、前記ユーザ端末は前記さ
らなる関係者を前記ユーザ端末に関連付けられているとして同定するための識別子を格納
するデータストアを備える、
請求項２９乃至３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記現金引き出し取引又は前記現金預け入れ取引を完了させるために、前記さらなる関
係者に関連付けられているさらなるユーザデバイスの挿入を要求するステップをさらに含
む、
請求項２９乃至３３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３５】
　ビデオカメラの視野内の位置で前記ユーザと現金を交換するよう前記さらなる関係者に
要求するように前記ユーザに促すステップと、
前記ビデオカメラによって取得されたビデオデータをログするステップと、
をさらに含む、請求項２９乃至３４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　現金の交換が行われようとするとき、及び／又は現金の交換が完了したとき、少なくと
も１つのユーザ入力を提供するようユーザに促すステップをさらに含む、
請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記トークンを印刷するステップをさらに含む、
請求項２２乃至３６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記取引を表す領収書を発行するステップをさらに含み、前記領収書は前記トークンか
ら分離する、
請求項２２乃至３７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記トークンは少なくとも１つの紙トークン又は電子トークンを含む、
請求項２２乃至３８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　ユーザ端末を使用して行われ、前記方法はさらに、前記ユーザ端末、又は前記ユーザ端
末の少なくとも一部の構成の改ざんを検知するステップを含む、
請求項２２乃至３９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４１】
　現金引き出し取引及び現金預け入れ取引の少なくとも１つを行うためのシステムであっ
て、該システムは、
　請求項１乃至２１のいずれか１項に記載のユーザ端末と、
前記ユーザ端末と通信するよう構成されているサーバと、を備えているシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＴＭ（現金自動預け払い機）現金の引き出し取引又は現金の預け入れ取引
を行うのに用いることができるユーザ端末と、そのような取引を行うための方法及びシス
テムとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＡＴＭ端末は非常に広く用いられており、ユーザが現金を引き出したり、その他の銀行
取引を行うのに用いることができる。通常、現金を引き出すために、ユーザは金融取引カ
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ード、例えば、クレジット又はデビットカードをＡＴＭ端末に挿入し、ＰＩＮコードを入
力し、端末に表示された一連の画面を介して取引を行う。
【０００３】
　ＡＴＭ端末は、大量の現金を収容しているので、通常、窃盗を思いとどまらせるために
様々なセキュリティ機構を備えている。例えば、ＡＴＭ端末は、通常、ＡＴＭを取り外し
たり、壊して開けたりするのが困難なように、物理的に強靭に、重く構成されている。通
常、ＡＴＭへのどんな改ざんもが検知し、ＡＴＭをシャットダウンさせるか、又は、警報
を発生させようにするために、より精巧な改ざん防止機構が設けられている。窃盗を思い
とどまらせるために、多くのＡＴＭはビルの建物内に組み込まれ、例えば外壁に組み込ま
れている。
【０００４】
　ＡＴＭ端末は、発展途上国、及び先進国の田舎又は孤立した地方では、比較的稀である
。それは、比較的大きく、重く、精巧なＡＴＭ端末を設置するのが困難であるからでもあ
り、適切な技術的基盤が欠如している可能性があるからでもあり、そしてまた、標準のＡ
ＴＭ端末が高額であるからでもある。
【０００５】
　銀行エージェントネットワークが、いくつかの国々で、特に孤立した地方に展開されて
いる。銀行エージェントネットワークは、特にいくつかのラテンアメリカの国々、例えば
ブラジル及びペルーでは好評である。銀行エージェントは、銀行に代わって所定の銀行サ
ービスを提供する銀行のように、金融機関が契約を締結した地方のエンティティであり、
ときには小売店であったり、郵便局であったりする。例えば、エージェントは、金融機関
の代わりにユーザによる現金の引き出しのような銀行取引を行うことができる。銀行エー
ジェントは銀行と契約関係を結ばなければならず、通常、その金融機関と専用の銀行エー
ジェント口座を開かなければならない。ときには銀行エージェントにとっては、その営み
を引き受けるための運営資金の限界額を維持するために厳しい要件があり、銀行エージェ
ントは金融機関による厳格なチェック及び継続的な精査を受けることがある。しかし、銀
行エージェントの日常業務の大部分は金融機関の管理下になく、金融機関は、エージェン
トの健全性、及びエージェントによって用いられている管理協定を信用せざるを得ない。
【０００６】
　ユーザがそのユーザの口座から現金を引き出すことができるようにするために、銀行エ
ージェントによって行われる現金の引き出し取引は、POS(Point of sale）取引の形式と
することができる。ＰＯＳ取引はまた、消費者が製品を購入できるように、また、場合に
よっては消費者が小売店との取引過程の一部として現金を引き出すことができるように、
非銀行系エージェントの小売店によって世界中で非常に広範に用いられている。例えば、
イギリスにおけるスーパーマーケットの消費者は、スーパーマーケットで購入した商品の
支払いをするときにキャッシュバックを得ることがよくある。このようなキャッシュバッ
ク、又は他のＰＯＳ取引では、現金がスーパーマーケット又は他の小売店から消費者に渡
され、消費者の口座から商品の購入価格と、キャッシュバック取引の額との合計に等しい
金額だけ引き落とされる。スーパーマーケットや他の小売店の口座はキャッシュバック取
引の額で入金される。
【０００７】
　ＰＯＳ取引とＡＴＭ取引には、例えば、インターチェンジフィーの請求及び配分に関し
て重要な違いがある。
【０００８】
　ＰＯＳ取引の場合には、カード発行銀行は、加盟店用のクレジット又はデビットカード
取引を扱う加盟店銀行に支払う総額からインターチェンジフィーを控除する。加盟店銀行
は取引の総額からインターチェンジフィーと追加的な小額手数料の両方を引いた額を加盟
店に支払う。
【０００９】
　これに対し、現金の引き出し取引の場合、ＡＴＭ手数料はカード発行銀行によって加盟
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店銀行に支払われる。
【００１０】
　さらに、ＡＴＭ及びＰＯＳ取引は通常、通信及び制御のために全く異なるプロトコルを
用いている。特定のＡＴＭ端末の制御及びメッセージをサーバ及び／又は金融機関のネッ
トワークに送信するために用いられるＡＴＭプロトコルは、製造業者仕様及び国仕様であ
ってもよい。例えば、ＮＤＣ及びＤ９１２は、ＮＣＲおよびＤｉｅｂｏｌｄ社のＡＴＭ端
末がそれぞれ主流である国、例えば、イギリス、アメリカ、ロシア、東ヨーロッパ、イン
ド、及び他のいくつかのアジア諸国でよく用いられているＡＴＭプロトコルである。ヨー
ロッパの多くの国はＮＤＣやＤ９１２を使用しておらず、自国のＡＴＭプロトコルを有し
ているか、又は他のベンダー独自のプロトコルを使用している。ＡＴＭプロトコル間の違
いはあるが、それらは通常、似ているもＰＯＳ取引のために使用されるプロトコルとは異
なる核となる機能を有している。例えば、ＡＴＭプロトコルは、取引を逆転させることが
できる逆転動作を提供するも、ＰＯＳプロトコルとは違って、払い戻し動作はさせない。
さらに、ＡＴＭプロトコルは、通常、ＡＴＭ端末ハードウェアを管理することのほかに、
通信を管理するために用いられる。例えば、ＡＴＭプロトコルは現金の量を追跡したり、
ＡＴＭ端末の構成要素の性能を追跡したりすることができ、ＡＴＭ端末のソフトウェアの
更新や修正をしたり、ＡＴＭ端末を再設定したりするために使用することもできる。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の第１の態様においては、ユーザデバイスを読み取るためのリーダと、該リーダ
を用いてユーザデバイスからユーザデバイスに関連する口座を表す口座データを取得し、
その口座に対して現金引き出しのためのユーザ要求を受信するよう構成された処理リソー
スと、現金引き出しのためのユーザ要求に応答して、現金に交換可能なトークンを発行す
るように構成された出力装置と、を備えている、現金引き出し取引を行うユーザ端末が提
供される。
【００１２】
　独立して提供される本発明の第２の態様においては、ユーザデバイスを読み取るための
リーダと、このリーダを用いてユーザデバイスからユーザデバイスに関連する口座を表す
口座データを取得し、その口座に対して現金預け入れのためのユーザ要求を受信するよう
構成された処理リソースと、現金預け入れのためのユーザ要求に応答して、現金の預け入
れの総額を表し及び／又はユーザが現金を供与することになっているさらなる関係者(a f
urther party)を同定するトークンを発行するように構成された出力装置と、を備えてい
る現金の預け入れ取引を行うユーザ端末。
【００１３】
　トークンは現金の引き出し取引の金額で現金と交換可能である。口座はユーザデバイス
に関連付けられているユーザ口座とすることができる。
【００１４】
　現金を支給したり、受け取ったりするのではなく、トークンを発行するユーザ端末、例
えば、ＡＴＭ型のユーザ端末を提供することによって、大量の現金、セキュリティ機能、
及び現金取扱機構を含むＡＴＭ端末を設置する必要なく、ＡＴＭ型の機能が提供される。
端末に現金を収容する必要がないので、第三者が端末を取り外したり、壊して開けたりし
ようとするリスクが低減する。さらに、ＡＴＭ端末に関連付けられている重い物理筺体と
重み付けの必要性が減少する。端末は、ＡＴＭ端末の場合よりもより簡単に様々な店内に
設置することができる。トークンを支給する機構は、ＡＴＭの現金を保管し支給する機構
よりも簡単であるため、端末自体の動作及びメンテナンスはＡＴＭより簡単にすることが
できる。
【００１５】
端末によって行われる現金の引き出し又は預け入れ取引は、トークンの発行及び、ユーザ
及び／又はさらなる関係者の口座への入金及び／又は引き落としを要求するメッセージを
送信することを含む。ユーザへの、又はユーザからの実際の現金の受け渡しは別々に行わ



(8) JP 2015-508532 A 2015.3.19

10

20

30

40

50

れる。
【００１６】
　ユーザ端末は、ＡＴＭプロトコルに従って動作するように構成することができる。取引
は現金の預け入れ取引を含み、ユーザ端末は現金引き出し取引の実行時にユーザに現金を
支給しないように構成することができる。取引は現金預け入れ取引を含み、ユーザ端末は
、現金の預け入れ取引の実行時に、ユーザから現金を受け取らないように構成することが
できる。
【００１７】
　ユーザデバイスは、金融取引カード、例えば、クレジット又はデビットカードを含むこ
とができる。ユーザデバイスは、チップカードを含むことができ、及び／又は、ＥＭＶ準
拠とすることができる。ＥＭＶは、ユーロペイ（登録商標）／マスターカード（登録商標
）／ビザ（登録商標）の標準規格である。
【００１８】
　ユーザ端末は現金を保管しないように構成される。
【００１９】
　ユーザ端末は現金保管装置及び／又は現金取扱機構、例えば、現金の入出金機構を含ま
ない。
【００２０】
　ユーザ端末は、例えば、少なくとも１つの金融機関と通信するための通信リソースを含
むことができ、処理リソースは、例えば、少なくとも１つの金融機関へ少なくとも１つの
メッセージを、通信リソースを介して送信することができる。少なくとも１つのメッセー
ジは、その取引に対しユーザの口座からの引き落とし又は入金することの要求を表すこと
ができる。
【００２１】
　処理リソースは、取引に対しさらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするように
少なくとも１つの金融機関へ少なくとも１つのメッセージを送信するよう構成することが
できる。
【００２２】
　トークンは、その取引の総額に対してさらなる関係者と交換可能とすることができる。
【００２３】
　入金又は引き落としは、その取引の連続決済(back-to-back settlement)を含むことが
できる。入金及び引き落としは、実質的に同時に行うことができる。
【００２４】
　処理リソースは、複数のユーザに対しての複数の取引を行い、複数の取引の合計金額を
さらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするために、少なくとも１つの金融機関へ
メッセージを送信するように構成される。
【００２５】
　少なくとも１つのメッセージは、ＡＴＭプロトコルメッセージフォーマットで少なくと
も１つのメッセージを含んでもよい。
【００２６】
　さらなる関係者はユーザ端末に関連付けられ、ユーザ端末は、随意、さらなる関係者を
ユーザ端末に関連付けられているとして同定する識別子を格納するデータストアを備える
。
【００２７】
　ユーザ端末は、現金引き出し取引又は現金預け入れ取引を完了させるために、さらなる
関係者に関連付けられているさらなるユーザデバイスの読み取りを要求するよう構成する
ことができる。ユーザ端末は、さらなるユーザデバイスの挿入及び／又は読み取りを監視
し、さらなるユーザデバイスの挿入及び／又は読み取りが首尾よく行われない場合に、取
引の完了前にその取引を終了させるよう構成することができる。
【００２８】
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　　ユーザ端末はさらにビデオカメラを備えることができる。処理リソースは、ビデオカ
メラの視野内の位置にてユーザと現金を交換するよう、さらなる関係者に要求することを
ユーザに促すように構成することができる。処理リソースは、ビデオカメラから取得され
たビデオデータをログするよう構成することができる。
【００２９】
　処理リソースは、現金が交換が行われようとするとき、及び／又は、現金の交換が完了
したときに、少なくとも１つのユーザ入力を提供することをユーザに促すよう構成するこ
とができる
【００３０】
　トークンは、そのトークンの有効期限を表す時間インジケータを含むことができる。
【００３１】
　出力装置はプリンタを備えることができ、トークンは印刷されたトークン、例えば印刷
された紙片を含むことができる。
【００３２】
　ユーザ端末は、例えば取引を表す領収書を発行するように構成することができ、領収書
はトークンから分離することができる。
【００３３】
　ユーザ端末は、さらに、トークンを発行するよう構成された出力装置から分離した領収
書プリンタを備えることができる。
【００３４】
　トークンは少なくとも１つの紙のトークン、又は電子トークンを含むことができる。
【００３５】
　ユーザ端末はさらに、筺体、及び筺体の改ざんを検知する少なくとも１つのセンサを備
えることができる。
【００３６】
　独立して提供される本発明のさらなる態様においては、ユーザデバイスを読み取るステ
ップと、ユーザデバイスからユーザデバイスに関連付けられている口座を表す口座データ
を取得するステップと、その口座に対して現金引き出し要求を受信するステップと、口座
から取引の総額を引き落とすステップと、現金引き出しのための要求に応答して現金に交
換可能なトークンを発行するステップとを含む、現金の引き出し取引を行う方法が提供さ
れる。
【００３７】
　独立して提供される本発明の他の態様においては、ユーザデバイスを読み取るステップ
と、ユーザデバイスからユーザデバイスに関連付けられている口座を表す口座データを取
得するステップと、その口座に対して現金預け入れ要求を受信するステップと、口座に取
引の総額を入金するステップと、現金預け入れ要求に応答して、預金預け入れの総額を表
し、及び／又はユーザが現金を供与することになっているさらなる関係者を同定するトー
クンを発行するステップとを含む、現金の預け入れ取引を行う方法が提供される。
【００３８】
　本方法は、ＡＴＭプロトコルに従って動作するユーザ端末を使用して行うことができる
。
【００３９】
　本方法はさらに、取引の実行時に、ユーザに現金を支給しない、又は、ユーザから現金
を受け取らないようにすることができる。
【００４０】
　トークンはユーザ端末によって発行され、ユーザ端末は現金保管装置、及び／又は現金
取扱機構、例えば、現金引出し機構又は現金受入れ機構を含まないようにすることができ
る。
【００４１】
　本方法は、さらに、少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの金融機関に送信す
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るステップを含むことができ、少なくとも１つのメッセージは、その取引に対してユーザ
の口座からの引き落とし、又は入金するための要求を含むことができる。
【００４２】
　本方法は、さらに、取引に対してさらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするた
めに少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの金融機関に送信することができる。
【００４３】
　本方法は、取引の総額に対して、さらなる関係者とトークンを交換するステップをさら
に含むことができる。
【００４４】
　本方法はさらに、複数の現金の引き出し取引の合計の総額で、さらなる関係者の口座に
入金又は引き落としをするために、少なくとも１つの金融機関にメッセージを送信するス
テップを含むことができる。
【００４５】
　少なくとも１つのメッセージは、ＡＴＭメッセージフォーマットの少なくとも１つのメ
ッセージを含むことができる。
【００４６】
　さらなる関係者はユーザ端末と関連付けられ、ユーザ端末は、随意、さらなる関係者は
ユーザ端末に関連付けられているとして同定するための識別子を格納しているデータスト
アを備える。
【００４７】
　本方法は、現金の引き出し取引又は現金の預け入れ取引を完了させるために、さらなる
関係者に関連付けられているさらなるユーザデバイスの読み取りを要求するステップをさ
らに含むことができる。本方法は、さらなる関係者に関連付けられているさらなるユーザ
デバイスが読み取られたかどうかを判断するステップと、さらなるユーザデバイスが読み
取られなかった場合に、現金の引き出し取引又は現金の預け入れ取引を完了させないステ
ップを含むことができる。
【００４８】
　本方法は、ビデオカメラの視野内の位置でユーザと現金を交換するように、さらなる関
係者に要求するようにユーザに促す、ビデオカメラから取得したビデオデータをログする
ステップをさらに含む。
【００４９】
　本方法は、現金の受け渡しが行われようとするとき、及び／又は、現金の受け渡しが完
了したとき、少なくとも１つのユーザ入力を提供するようユーザに促すステップをさらに
含む。
【００５０】
　本方法は、トークンを印刷するステップをさらに含む。
【００５１】
　本方法は、例えば取引を表す受領書を発行するステップをさらに含むことができ、その
受領書はトークンから分離される。
【００５２】
　トークンは少なくとも１つの紙のトークン又は電子トークンを含むことができる。
【００５３】
　本方法は、ユーザ端末を使用して行うことができ、ユーザ端末又はユーザ端末の少なく
とも１つ構成要素を改ざんしたことを検知するステップを、さらに含むことができる。
【００５４】
　本発明の他の独立した態様においては、現金の引き出し取引及び現金の預け入れ取引の
少なくとも１つを行うシステムが提供され、そのシステムは、請求項又は本明細書で記載
されたユーザ端末及び／又は、端末と通信するよう構成されたサーバシステムを備えてい
る。
【００５５】
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　サーバシステムは、現金引き出しメッセージ及び／又は現金預け入れメッセージを受信
し、処理するよう構成される取引処理ソフトウェアを含むことができる。取引処理ソフト
ウェアは、このような取引に対して口座に入金又は口座からの引き落としをするよう構成
することができる。サーバシステムは、現金引き出しメッセージ又は現金預け入れメッセ
ージの少なくとも１つを受信し、処理するためのさらなるソフトウェアを含むことができ
る。さらなるソフトウェアは、受信した現金引き出しメッセージ及び／又は現金預け入れ
メッセージに応答して、現金引き出し及び／又は現金預け入れ命令を、取引処理ソフトウ
ェアに提供するよう構成することができる。さらなるソフトウェアは、複数の現金引き出
しメッセージ又は複数の現金預け入れ取引メッセージを受信し、それに応答して単一又は
合計額を引き出すことを命令する、又は単一又は合計額の預け入れを命令する取引処理ソ
フトウェアに単一のメッセージを提供するよう構成することができる。さらなるソフトウ
ェアは、受信したメッセージを、取引処理ソフトウェアの標準フォーマットに変換するよ
う構成することができる。標準フォーマットは現金引き出しメッセージフォーマット又は
現金預け入れ取引メッセージフォーマットを含むことができ、随意、ユーザ端末、例えば
ＡＴＭからソフトウェアを処理する取引によって受信されるメッセージフォーマットを含
むことができる。
【００５６】
　本発明における他の独立した態様においては、特許請求の範囲又は本明細書で記載され
た方法を実行するために実行可能なコンピュータ可読命令を含むコンピュータプログラム
製品が提供される。
【００５７】
　添付の図面につき説明されるような装置又は方法も提供される。
【００５８】
　本発明の１つの態様における任意の特徴は、任意の適切な組み合わせにおいて本発明の
他の態様に適用することができる。例えば、装置の特徴は方法の特徴に適用することがで
き、逆もまた同様である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
　本発明の実施形態は非制限例によって説明され、かつ、添付の図面に例示される。
【図１】本発明の実施形態の略図である。
【図２】図１の実施形態を使用して行われる現金引き出し取引の概要を示すフローチャー
トである。
【図３】図３は、実施形態によるトークンの略図である
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　実施形態におけるユーザ端末２が、図１に概略的に例示されている。ユーザ端末は加盟
店の店１、例えば、店舗又は郵便局に設置される。キャッシュレジスタ３も加盟店の店内
に設置される。
【００６１】
　ユーザ端末２は、データストア６に接続されるプロセッサ４を含む。プロセッサ４は、
暗号化ＰＩＮパッド（ＥＰＰ）８、カードリーダ装置１０、ディスプレイ１２、及びプリ
ンタ１４にも接続される。
【００６２】
　図１の実施形態において、プロセッサはＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＰＣコアを備えて
いる。データストア６はハードディスクを備え、カードリーダ装置１０はオムロン（登録
商標）Ｖ２ＢＦ－０１ＪＳ－ＡＰ１カードリーダである。ディスプレイ１２はタッチスク
リーンディスプレイであり、プリンタ１４はエプソン（登録商標）Ｍ－Ｔ５３２、ＭＢ５
２０である。ＥＰＰ８はＰＣＩ準拠の数字パッドを備え、ユーザによって入力されるＰＩ
Ｎを安全に受信するように動作可能である。
【００６３】
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　特定の構成要素のタイプ及びモデルが図１の実施形態に含まれるが、任意の適切な構成
要素のタイプ及びモデルを代替実施形態に使用することもできる。
【００６４】
　ユーザ端末２は、通信インタフェース１６も含み、このインタフェースは、ユーザ端末
２が、そのユーザ端末の設置及び操作に責任のあるユーザ端末ネットワークオペレータに
関連付けられているサーバ１８にメッセージを送信したり、サーバ１８からメッセージを
受信したりすることができるように構成される。メッセージは、既知の銀行プロトコルに
従ってセキュアなネットワーク接続を介して送受信される。
【００６５】
　ユーザ端末ネットワークオペレータは金融機関、例えば銀行とすることができる。ユー
ザ端末２とサーバ１８との間で送信されるメッセージは、特定の取引に関連し、そのメッ
セージは、例えば、認証メッセージ又は、ユーザ端末２を使用するユーザによって行われ
る取引に関して口座への入金又は口座からの引き落としをする命令を含むメッセージを備
えることができる。さらに、サーバ１８は、ユーザ端末２における自動インストール用の
ソフトウェア構成要素を含むソフトウェアのインストール又は更新メッセージを送信する
ことができる。ユーザ端末２は、また、例えば特定の期間のユーザ端末の利用を表すデー
タ又は故障監視データを含む管理情報をサーバ１８に送信することができる。
【００６６】
　ユーザ端末２は、セキュアな筺体２０を含み、ユーザ端末２の他の構成要素はセキュア
な筺体２０内に位置している。ユーザ端末２は、改ざん防止構成要素、例えば、改ざんを
検出するためのセンサ、又は筺体２０に不当な改ざんがなされた場合に自動的に動作する
トリガ又はスイッチを含むことができる。
【００６７】
　動作において、プロセッサ４は、プロセッサ上で実行しているアプリケーション構成要
素の制御のもとでユーザ端末２の他の構成要素の動作を制御する。ユーザ端末２の電源を
入れると、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）が、プロセッサ４に含まれる（不図示の）不
揮発性の記憶装置から起動される。そして、ユーザ端末処理システムを形成するために、
Ｗｉｎｄｏｗｓ７（登録商標）オペレーティングシステム及びアプリケーション構成要素
が、プロセッサ４によってデータストア６からインストールされる。
【００６８】
　アプリケーション構成要素は、ユーザ端末とのユーザ対話に関係する動作を制御するユ
ーザ端末アプリケーション３０の一部を形成する様々なアプリケーションモジュール３２
，３４，３６を含む。
【００６９】
　ユーザ端末アプリケーション３０はアプリケーション層の一部を形成し、ＸＦＳ互換の
アプリケーション環境下で提供される。ＸＦＳ互換のアプリケーション環境は、ＫＡＬ　
Ｋａｌｉｇｎｉｔｅのようなハードウェア非依存型のアプリケーション環境、又は製造業
者特有のアプリケーション環境である。
【００７０】
　ユーザ端末２のソフトウェアアーキテクチャは、既知のＡＴＭ型デバイスアーキテクチ
ャに従って、アプリケーション層とハードウェアデバイス層との間を仲介するＸＦＳ層を
含む様々な他の層を含む。ハードウェアデバイス層は、ユーザ端末２の様々なハードウェ
ア構成要素の動作を制御するための様々なハードウェア特有のドライバを含む。
【００７１】
　動作において、ユーザ端末アプリケーション３０は、例えば、ユーザのカードを読み取
り、ユーザの暗号化ＰＩＮを読み取り、サーバ１８からの口座残高、当座借越限度、引き
出し限度のようなユーザデータの受領及び処理、並びに、ディスプレイ１２上への一連の
表示画面の表示といったようなユーザによる金融取引の遂行に関連する動作を含む、ユー
ザ端末２の動作を制御する。
【００７２】
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　図１は、アプリケーション３０の一部を形成する３つのアプリケーションモジュール３
２，３４，及び３６が示されている。アプリケーションモジュール３２は、サーバ１８と
の通信、及びサーバ１８から受信したユーザデータを含む取引に関連するデータの処理を
制御する。アプリケーションモジュール３４は、取引処理における特定の箇所にふさわし
い取引画面を選択し、出力することを含むディスプレイ１２上の取引画面の表示を制御す
る。アプリケーションモジュール３６は、取引処理の終了時にユーザへのトークンの出力
を制御する。取引処理の終了時にユーザへ現金ではなくトークンを出力することについて
、以下でさらに詳細に説明される。
【００７３】
　特定のモジュール３２，３４，３６が図１に関連して説明されるも、代替の実施形態で
は、それらのモジュールの１つ以上の機能を単一のモジュール又は他の構成要素によって
提供することができ、また、単一モジュールによって提供される機能を、２つ以上のモジ
ュール又は他の構成要素を組み合わせることによって提供することもできる。
【００７４】
　ここで、ユーザ取引を行うためのユーザ端末２の動作が、そのような取引の概要を示す
図２のフローチャートを参照して説明される。
【００７５】
　処理の第１段階４０において、ユーザは金融取引カードをカードリーダ装置１０に挿入
する。段階４２において、アプリケーションモジュール３４はディスプレイ１２にＰＩＮ
入力画面を表示し、それに応答して、ユーザはＥＰＰ８を介してＰＩＮを入力する。
【００７６】
　そして、例えば、再び既知の技術に従って、ディスプレイ１２のタッチスクリーンを介
してのユーザ対話を促すモジュール３４によってディスプレイ１２一連の表示画面が表示
される。
【００７７】
　次の段階４４において、ユーザは、ユーザ対話画面によって促された現金の引き出し処
理を選択し、この場合、５０＄の引き出しを要求することができる。
【００７８】
　そして、段階４６で、モジュール３２は現金引き出し取引メッセージ、又は一連のメッ
セージをサーバ１８に送信する。現金引き出し取引メッセージは、既知のＡＴＭ現金の引
き出し取引につき知られているＡＴＭによって与えられる標準の現金引き出し取引メッセ
ージと同じか、または類似の形式とすることが、図１の実施形態の特徴である。メッセー
ジは、ユーザの口座番号及び暗号化されたＰＩＮブロック、要求された取引の種類及び総
額の詳細を含み、また、取引装置についての状態情報を含むことができる。
【００７９】
　現金の引き出し取引メッセージ又は一連のメッセージは、サーバ１８によって受信され
る。サーバは、カードの同一性及びＰＩＮを検証し、取引を行うためにユーザ口座で利用
可能な残高を検証する。サーバ１８はまた、ユーザ口座が、サーバ１８及びユーザ端末２
を維持及び操作する金融機関で通用するかどうかも判断する。ユーザ口座がその金融機関
で通用する場合、サーバ１８は、メッセージを処理し、現金引き出しの総額をユーザ口座
から引き落とす。サーバ１８はまた、メッセージとともに含まれる加盟店識別子からか、
又はユーザ端末識別子からのいずれかで加盟店を識別し、金融機関に通用する加盟店の金
融口座に現金引き出し取引の総額を入金する。取引はＡＴＭタイプの現金引き出し取引で
あるので、加盟店は通常、ＰＯＳ又はクレジットカード取引の場合のように料金を請求さ
れないが、加盟店はその代わりに小額の手数料を支払うことがある。
【００８０】
　金融機関による現金引き出しの決済は、ユーザの口座が現金の引き出しの総額で引き落
とされ、加盟店の口座には現金の引き出しの総額が入金されるといった一組の連続取引を
含むと理解できる。取引は実質的に同時に行われる。
【００８１】
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　次に、サーバ１８は、現金引き出し取引が許可されたことを示す承認メッセージをユー
ザ端末に送信する。
【００８２】
　既知のＡＴＭ上で実行するＡＴＭアプリケーションは、サーバから受信した承認メッセ
ージの受信に応答して、ＡＴＭ内の現金保管部から適切な額の現金を引き出し、引き出さ
れた現金をＡＴＭの現金取出口を経て出力するために、ＡＴＭに含まれる現金取扱機構を
制御する。これに対し、図１の実施形態には現金保管部又は現金取り扱い機構を含まない
。代わりに、承認メッセージがサーバ１８から一旦、受信されると、段階４８でモジュー
ル３６は、この場合、紙片６０の形をしたトークンを印刷するようプリンタ１４に命令し
、ユーザにそのトークンを出力する。
【００８３】
　ユーザに出力される印刷されたトークン６０が、図３に概略的に示されている。この場
合のトークン６０は、現在の日付、ユーザ端末２が設置されている店内の加盟店を識別す
る加盟店識別番号、及び、承認された現金の引き出しの総額を、人が解読可能な形式でバ
ーコード一緒に含む。通常、バーコードは、機械が可読な形式で、トークン上の人間に解
読可能な形式で含まれるいくつかの又は全てのデータを表し、バーコードはまた、取引を
一意に識別する取引のセキュリティ番号を表すことができる。代替の実施形態では、バー
コードはクイックレスポンス（ＱＲ）コードとすることができる。
【００８４】
　代替動作モードにおいて、ユーザの口座は取引が発生したとき引き落とされ、加盟店の
口座は、その期間に行われた全てのユーザ取引の合計を表す総額により、定期的に（例え
ば、１時間毎又は毎日）入金することができる。このように取引に反応するのではなく、
加盟店の口座の定期的な入金によって、例えば、端末の故障により取引を取り消す、又は
キャンセルしなければならない取引に応えて加盟店の口座から引き落とさなくてはならな
いという状況を避けることができる。しかし、そのような取引の取り消し又はキャンセル
は稀であると予想される。既知のＡＴＭにとってのそのような取り消し又はキャンセルは
、現金引出しの間のＡＴＭの故障、例えば、取引の現金取扱機構の故障又は現金の不足に
起因する。図１の端末にあっては、簡易な構造であり、現金保管部又は現金取扱機構を含
まないので、そのような問題は稀である。
【００８５】
　ユーザ及び加盟店の口座への入金及びその口座からの引き落し（逆もまた同様）は、異
なる実施形態において異なる方法で行うことができる。１つの実施形態では、ユーザ端末
２が、特定の現金引き出し取引を表す現金の引き出し取引メッセージをサーバ１８に送信
し、そしてまた、加盟店の口座への預け入れを表す別個の現金の預け入れ取引メッセージ
をサーバ１８に送信する。現金引き出し及び現金預け入れ取引メッセージのそれぞれは標
準フォーマットのものとすることができ、金融機関の、通常の方法で実行するサーバで通
常の取引処理ソフトウェアによって処理することができる。
【００８６】
　代替の実施形態では、ユーザ端末がユーザの口座からの現金の引き出し及び加盟店の口
座への現金の預け入れ（逆もまた同様）の両方を表すカスタマイズされたメッセージを送
信し、そのメッセージはそれが連続の引き出し及び預け入れ取引を表すことを示すインジ
ケータを含んでいる。金融機関の通常の取引処理ソフトウェアは、このようなカスタマイ
ズされた取引メッセージを認識し、処理するために修正されている。
【００８７】
　さらなる代替実施形態においては、金融機関のソフトウェアに専用のソフトウェアがイ
ンストールされ、それは金融機関の通常の取引処理ソフトウェアと並列に実行される。専
用のソフトウェアは、製造業者又はユーザ端末２のオペレータによってインストールされ
て、維持することができる。さらなる代替実施形態において、ユーザ端末は、ユーザの口
座からの現金の引き出し及び加盟店の口座への現金の預け入れ（逆もまた同様）のいずれ
か又は両方を表すカスタマイズされたメッセージを送信する。専用のソフトウェアはカス
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タマイズされたメッセージを処理し、そして、それから、通常の方法で現金預け入れ及び
／又は現金引き出し取引を処理するために金融機関の通常の取引処理ソフトウェアに命令
を引き渡す。
【００８８】
　さらなる代替の実施形態の変形例では、現金引き出し取引メッセージが、ユーザ端末に
よって金融機関の通常の取引処理ソフトウェアに直接、送信され、通常の方法で処理され
るのに対し、現金預け入れ取引メッセージは専用のソフトウェアに送信され、この専用の
ソフトウェアはカスタマイズされたメッセージを処理し、それから、現金の預け入れを処
理するために金融機関の通常の取引処理ソフトウェアに命令を引き渡す。現金預け入れ取
引メッセージは、例えば、たった一度の現金の預け入れを表し、その取引に応えてユーザ
端末２に送信するか、又は、一連の現金の預け入れの合計を表すことができ、そして、定
期的（例えば、１日１回、又は１週に１回）に送信することができる。
【００８９】
　通常、加盟店が店内にユーザ端末２を設置することを許可された場合、加盟店は、ユー
ザ端末２に対して責任がある金融機関の金融口座を保有するように義務付けられる。これ
に対し、ユーザは、任意の数の異なる金融機関の金融口座を保有することができる。サー
バ１８が、現金引き出し取引メッセージから、ユーザの金融口座がサーバ１８の金融機関
以外のユーザの金融口座が保有されていると判断した場合、現金引き出し取引メッセージ
は既知の金融ネットワーク通信及び支払い決済技術を用いて、他の金融機関に関連するサ
ーバ３８へ転送される。金融機関はサーバ１８によって、現金引き出し取引メッセージに
含まれるＢＩＮ番号又はＰＡＮ番号によって識別される。決済は、例えば、Ｖｉｓａ（登
録商標）又はＭａｓｔｅｒｃａｒｄ（登録商標）によって動作する既知の国際決済システ
ムを経由して行われることがある。そして、ユーザ端末に対して責任がある金融機関とユ
ーザの口座を保有している金融機関（加盟店銀行又はカード発行銀行とし称することがで
きる）との間の直接的な接触はなにもない。代わりに、金融機関（例えば、加盟店銀行及
びカード発行銀行）は、直接的な関係を有することができ、この場合には、Ｖｉｓａ（登
録商標）又はＭａｓｔｅｒｃａｒｄ（登録商標）のような仲介物を使用することなく、取
引メッセージを銀行間で直接送信することができる。
【００９０】
　そして、サーバ３８は、現金引き出し取引の総額をユーザの口座から引き落とす。サー
バ３８に関連する金融機関は、また、ＡＴＭを使用して現金引き出し取引が行われた場合
に、ＡＴＭを運営している金融機関にインターチェンジフィーが支払われるのと同様に、
ユーザ端末２及びサーバ１８を運営している金融機関にインターチェンジフィーを支払う
。
【００９１】
　ユーザ及び加盟店の作用に戻って、ユーザはユーザ端末２からトークン６０を受け取り
、そのトークン６０を加盟店又は加盟店の従業員に手渡す。そして、加盟店又は加盟店の
従業員は日付と加盟店識別子を照合し、許可された現金の引き出しの総額（この場合、５
０＄）の現金をキャッシュレジスタ３から引き出し、その現金をユーザに渡す。それから
、トークンを処分することか、又は加盟店は記録用にトークンを保持することもできる。
【００９２】
　代替実施形態において、トークン６０には使用期限があり、満了時刻（例えば、１４時
３８分）、満了期間（例えば、１５分）がトークン６０に印刷される。ユーザは満了時刻
までに、又は満了期間内にトークンを現金に交換しなければならない。満了時刻又は満了
期間終了の後に、加盟店はトークン６０を現金に交換するのを拒否することができる。そ
のような場合、加盟店及び／又はユーザは金融機関を呼び出し、取引をキャンセルするよ
う手配することができる。
【００９３】
　図１の実施形態におけるようなユーザ端末を提供することによって、大量の現金を収容
し、関連のセキュリティ機能及び現金取扱機構を含むＡＴＭを設置する必要なく、ＡＴＭ
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タイプの機能性を提供することができる。ユーザ端末は現金を全く含まないため、第三者
が図１のユーザ端末を物理的に取り外したり、現金を得るためにユーザ端末を壊して開け
たりすることを試みるというＡＴＭに伴うリスクが決してない。ユーザ端末は、第三者が
プロセッサにアクセスしたり、取引処理を妨げたりすることができないようにするために
改ざん防止及びモニタリング技術を含んでいる。しかし、ユーザ端末には既知のＡＴＭの
ような重い物理的な外装や重量は不要である。このことは、遠隔地域へのユーザ端末の設
置を可能にする上で特に有用である。
【００９４】
　ユーザ端末は現金を収容していないため、ユーザ端末の設置及び維持に対して責任があ
る金融機関又は金融団体は、一般的に、現金を収容しているＡＴＭの場合に比べて加盟店
の店内へのユーザ端末の設置を進んで許可する傾向が強くなる。さらに、取引処理は、ユ
ーザ端末を用いて金融機関の制御の下で自動的に行うことができるので、銀行エージェン
トネットワークを設立する際に必要とされる、より複雑な管理要件及び検査が不要になる
。取引処理はユーザ端末を介して金融機関によって管理される。そして、加盟店の唯一の
要件は、トークンと引き換えに現金を手渡すことである。ユーザが受けた不満、又はユー
ザ端末の改ざんの確認に基づいて、加盟店が適切に対応するかどうかを判断するのは比較
的容易である。ユーザが受けた、加盟店がトークンと引き換えに現金を提供しなかったと
いう不満の場合、又は、ユーザ端末の改ざんの確認がある場合には、ユーザ端末を取り除
き、加盟店との関係を終了させることができる。
【００９５】
　加盟店は一般に、ユーザ端末を使用して行われる取引では課金されないため、ユーザ端
末がＰＯＳ取引ではなくＡＴＭタイプの取引として金融取引を行うことによって、加盟店
にとって魅力的なユーザ端末を取付けることができる。それに対し、加盟店はＰＯＳ取引
では課金される。ユーザ端末の存在は、加盟店の店内にユーザを引き留め、ユーザは加盟
店の店内にいるとき追加の衝動的買いをするかもしれない。さらに、加盟店は、ユーザ端
末によって行われる現金の引き出し処理に関連して、加盟店は顧客に現金を支給し、その
見返りに、加盟店の口座からは現金の引き出しの総額が入金されるため、加盟店が預け入
れのために銀行に現金をもっていく必要がある頻度が減少する。すなわち、加盟店の費用
が減少し利便性が増加する。
【００９６】
　ユーザ端末が、ＡＴＭタイプ取引としての金融取引を行うことは、ユーザ端末に対して
責任のある金融機関にとっても魅力的である。それは、既に設置されているシステムを用
いてそのような取引を扱うことができるからである。さらに、ユーザ端末が他の金融機関
の口座保有者によって用いられているときには、金融機関はインターチェンジフィーを受
けることができる。インターチェンジフィーは、通常、国内のカード保有者より外国のカ
ード保有者に対する方が高い。
【００９７】
　図１の実施形態において、トークンは印刷された紙片６０の形状をしている。代替の実
施形態において、任意の適切なトークンを用いることができる。いくつかの実施形態にお
いて、ユーザ端末２はキャッシュレジスタ３に電子的に接続され、トークンは端末２から
キャッシュレジスタ３へ送信される電子メッセージの形式のものである。
【００９８】
　状況によっては、加盟店は、現金が不足していると判断し、端末によって行われる現金
引き出し処理に関連して顧客に現金を支給することを望まないこともある。ある実施形態
では、端末に現金切れスイッチが設けられている。そのスイッチが作動すると、現金引き
出し取引が利用できず、端末によって表示される選択メニューから引き出し取引を選択で
きない旨のメッセージを端末は表示する。そのスイッチは物理的なスイッチとするか、又
は、ソフトウェアに単独で実装することができる。例えば、いくつかのこのような実施形
態において、加盟店は、カードを端末に挿入し、加盟店にはアクセス可能で顧客には可能
でない制御メニューを選択し、そのメニューを介して現金切れオプションを選択すること
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によって、現金切れオプションを選択することができる。
【００９９】
　図１のユーザ端末の動作を現金引き出し取引の遂行に関連して述べたが、ユーザ端末２
は、例えば、口座残高をチェックしたり、ＰＩＮを変更したりすることを含む、他の任意
の適切な取引を行うのに使用することもできる。ユーザ端末２は、また、現金引き出し取
引の代わりに預け入れ取引を行うのに使用することもできる。この場合、ユーザ端末によ
って行われる処理は、現金引き出し処理につき述べた処理と同様とすることができる。し
かし、現金は、ユーザから加盟店へ手渡され、ユーザ及び加盟店の口座への入金及び引き
落としは、現金引き出し取引につき述べたのとは逆になる。
【０１００】
　現金の預け入れを行うための１つの動作モードにおいて、ユーザは取引を開始するため
にユーザカードを挿入し、彼のＰＩＮを入力する。それから、ユーザは、端末２によって
提供される取引メニューから現金の預け入れオプションを選択する。ユーザは、預けたい
現金の総額を特定する。例えば、現在の日付、店内にユーザ端末２が設置されている加盟
店を識別する加盟店識別番号、及び承認された現金の預け入れの総額をバーコードととも
に示しているトークン、例えば紙片がユーザ端末２によって加盟店へ出力される。通常、
バーコードは、トークン上の、人間が可読な形式で含まれているデータの一部又は全部を
コンピュータ可読形式で表すことができる。また、バーコードは、その取引を一意に識別
する取引セキュリティ番号を表すことができる。代替の実施形態において、バーコードは
クイックレスポンス（ＱＲ）コードとすることができる。
【０１０１】
　それから、モジュール３２は現金預け入れ取引メッセージをサーバ１８に送信する。現
金預け入れ取引メッセージを、既知のＡＴＭの現金預け入れ取引につき知られているＡＴ
Ｍによって発行される標準的な現金預け入れ取引メッセージと同等又は同様の形式のもの
とすることが、図１の実施形態の特徴である。現金預け入れ取引メッセージは、ユーザの
口座番号及び暗号化ＰＩＮブロックと、要求された取引の種類の詳細と、金額とを含み、
取引装置についての状態情報を含むこともできる。
【０１０２】
　現金預け入れ取引メッセージは、サーバ１８で受信され、ユーザの口座が、サーバ１８
及びユーザ端末２を維持し、運営している金融機関で保有されているか否かをサーバ１８
は判断する。ユーザの口座が金融機関で保有されている場合、サーバ１８はメッセージを
処理し、現金の預け入れの総額をユーザの口座に入金する。サーバ１８はまた、メッセー
ジと一緒に含まれる加盟店識別子からか、又はユーザ端末識別子からのいずれかから加盟
店を識別し、金融機関で保有されている加盟店による金融口座から現金の預け入れの総額
を引き落とす。取引は、ＡＴＭタイプの現金預け入れ取引であるため、加盟店は小額の手
数料を支払うことになる。
【０１０３】
　金融機関による現金の預け入れの決済は、一組の連続の取引を含むと理解することがで
きる。その取引において、ユーザの口座は現金の預け入れの総額で入金され、加盟店口座
からは現金の預け入れの総額引き落とされる。取引は実質的に同時に行われる。
【０１０４】
　通常、加盟店が店内にユーザ端末２を設置することが許された場合、加盟店は、ユーザ
端末２に対して責任がある金融機関の金融口座を保有するように義務付けられる。これに
対し、ユーザは、任意の多くの異なる金融機関の金融口座を保有することができる。サー
バ１８が、ユーザの金融口座はサーバ１８の金融機関以外の金融機関で保有されていると
、現金預け入れ取引メッセージから、サーバ１８が判断した場合、預け入れ取引は拒否さ
れる。
【０１０５】
　代替の実施形態において、ユーザがユーザ端末２に対して責任のある金融機関以外の金
融機関の口座を保有していたとしても入金を許可することができる。そのような場合、ユ
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ーザ口座への入金は、例えば、Ｖｉｓａ（登録商標）又はＭａｓｔｅｒｃａｒｄ（登録商
標）によって運営されているは既知の国際決済システム、又は、現金引き出し取引につい
て既に述べたような金融機関どうしの密接な関係に従って行うことができる。
【０１０６】
　ユーザ端末２とサーバ１８との間のメッセージの送信、及び、取引の処理及び決済のた
めの種々の取り決めについては、代替実施形態において、現金引き出し取引に関連して既
に上述した。同等の又は同様の取り決め及び処理を、そのような代替の実施形態において
現金預け入れ取引の処理及び決済のために使用することができる。
【０１０７】
　大抵の場合、現金の引き出し及び現金の預け入れ取引は、ユーザと加盟店との間の信頼
度に基づいて首尾よく行うことができる。例えば、現金引き出し取引の場合、加盟店にと
って、トークン６０と引き換えにユーザに現金を提供するのを拒否することは、ごく稀で
ある。このような例は、おそらくユーザによる苦情の対象である可能性が高く、未発見又
は未解決のままとはなる可能性は低い。
【０１０８】
　実際の故意の不正行為も比較的稀ではあるが、特に、現金預け入れ取引に関連してユー
ザ側に大きなエラーリスクがあるかもしれない。例えば、ユーザは、端末を使用して現金
預け入れ取引を行うことができるが、この場合に、故意に又は誤って、実際には加盟店に
現金を預け入れるのを忘れるかもしれない。代替の実施形態においては、エラーのリスク
又は不正行為の発生を低減させることができる追加的なセキュリティ手段が提供される。
このような手段は、現金の引き出し又は現金の預け入れ取引のいずれか又は両方に用いる
ことができる。
【０１０９】
　例えば、１つの代替の実施形態では、端末が加盟店への要求の処理の間にユーザに加盟
店の口座を表すカードを挿入するよう、又はさもなければカードや他の加盟店デバイスを
読み取るようユーザに促すように現金預け入れ取引処理を変更することができる。この場
合、ユーザは、端末まで来て、加盟店に依頼し、彼又は彼女のカードを挿入するか、他の
種類の加盟店のデバイスを読み取るようにしなければならない。加盟店のカード又は他の
デバイスが挿入されない又は読み取れなかった場合には、その後、現金預け入れ処理は端
末によって中止される。加盟店に彼又は彼女のカードを挿入するよう要求することによっ
て、加盟店は、現金預け入れ処理が行われることを警告され、ユーザにとっては、加盟店
に当面の金額を預け入れないで加盟店の店内から立ち去るのは一層困難である。同様に、
加盟店にとっては、現金預け入れ取引が行われていたことを彼又は彼女が承知した旨を加
盟店カードの挿入により証明できる場合には、現金が彼又は彼女によって預金されなかっ
たと後で不当に請求することは一層困難である。
【０１１０】
　前の段落に記載された代替の実施形態の変形例において、加盟店は、彼又は彼女のカー
ドを挿入する、又は、読み取るべきその加盟店デバイスを提供するのと同様に、彼又は彼
女のＰＩＮを入力するよう要求される。
【０１１１】
　希望すれば、代替の実施形態もまた、いくつかの動作モードにおける現金預け入れ取引
と同様に、現金引き出し取引を行うために加盟店カードの挿入を要求するよう構成される
。
【０１１２】
　ユーザ端末２は通常、発生する各取引を表すデータをログし、周期的なエラーチェック
に関するデータ、又は、それぞれの動作をチェックするために端末によって実行されるプ
ロシージャを監視するデータをログすることもできる。ログデータは、取引が行われた時
間、及び取引の間に行われた各動作を表すデータを含むことができる。これらのデータは
、ジャーナルデータとして格納することができ、このようなデータは、特定の取引が行わ
れたことを検証するために、例えばユーザ又は加盟店からの問い合わせがあった場合に検
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、またサーバへ定期的か、又は取引の実行に応答して送信される。ジャーナルデータの同
様なロギング及び送信はＡＴＭ端末によって行われる。
【０１１３】
　さらなる代替の実施形態において、ユーザ端末２は、ビデオカメラ及びビデオカメラ制
御モジュール（不図示）を含む。ビデオカメラは、ユーザを撮影するために、取引が行わ
れるときにユーザがいる位置における端末の正面に置かれる。ビデオカメラ制御モジュー
ルは、それぞれの現金引き出し取引又は現金預け入れ取引の少なくとも一部の期間中、自
動的にビデオデータを記録するように構成される。得られるビデオデータは、ビデオジャ
ーナルデータとしてログが取られ、それぞれの取引の記録の一部を形成する。
【０１１４】
　アプリケーションモジュール３４が、ユーザと加盟店との間の現金の受け渡しをビデオ
カメラによって記録することができるように、現金引き出し又は現金預け入れ取引処理の
間の適切な時点で、端末の正面にユーザと一緒に立たせるために加盟店主を呼ぶようユー
ザに促すメッセージを表示することが、さらなる代替の実施形態の特徴である。得られた
ビデオデータはその後、取引の記録の一部を形成するビデオジャーナルデータとして端末
によってログされる。
【０１１５】
　ユーザはいくつかの操作モードにおいて、加盟店主が所定位置にいるときに、端末上の
ボタン（例えば、タッチスクリーンボタン）を押し、そして、一旦現金の受け渡しが完了
したら再びボタンを押すよう求められることがある。ビデオカメラは、その後、２つのボ
タン押下の間の期間中にビデオデータを記録し、そのデータを取引の記録の一部を成すビ
デオジャーナルデータとしてログすることができる。
【０１１６】
　ビデオジャーナルデータは、通常、他のログデータと一緒に、周期的か、又は行われた
取引に応答してサーバに送信される。ビデオジャーナルデータは、必要であればユーザと
加盟店との間の送金が行われことを検証するために用いることができる。
【０１１７】
　図１のユーザ端末２は、トークン６０を印刷するプリンタ１４を含む。代替の実施形態
において、プリンタ１４は、既知のＡＴＭの領収書プリンタであり、その現金引き出し取
引に対してのトークン６０の印刷と領収書の印刷の双方に用いられる。さらなる代替の実
施形態では、プリンタ１４と別個の領収書プリンタとが設けられ、プリンタ１４はトーク
ン６０を印刷するために使用され、そして領収書プリンタは取引に対する受領書を印刷す
るために使用される。
【０１１８】
　様々な実施形態はユーザの金融取引カードにつき説明されてきたが、代替の実施形態に
おいて、口座に関連する他の任意タイプのユーザデバイス、例えば、フォブ又はＲＦＩＤ
デバイスを用いることができると解される。
【０１１９】
　本発明は上記の単なる例証として説明され、発明の範囲内で細部の変更をすることがで
きると理解されるであろう。
【０１２０】
　明細書、(適切な）請求項及び図面に開示されているそれぞれの特徴は単独で、又は、
任意の適切な組み合わせで提供することができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月28日(2014.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザデバイスを読み取るためのリーダと、
　前記ユーザデバイスから該ユーザデバイスに関連付けられた口座を表す口座データを取
得し、前記口座に対して現金引き出しのためのユーザ要求を受信するように構成された処
理リソースと、
　前記現金引き出しのためのユーザ要求に応答して、現金に交換可能なトークンを発行す
るように構成された出力装置と、
を備えている、現金引き出し取引を行うユーザ端末。
【請求項２】
　ユーザデバイスを読み取るためのリーダと、
　前記ユーザデバイスから該ユーザデバイスに関連付けられた口座を表す口座データを取
得し、前記口座に対して現金預け入れのためのユーザ要求を受信するように構成された処
理リソースと、
　前記現金預け入れのためのユーザ要求に応答して、前記現金預け入れの総額を表し及び
／又はユーザが前記現金を供与することになっているさらなる関係者を同定するトークン
を発行するように構成された出力装置と、
を備えている、現金預け入れ取引を行うユーザ端末。
【請求項３】
　前記ユーザ端末は、現金保管装置及び現金取扱機構の少なくとも１つも備えていない、
請求項１又は２に記載のユーザ端末。
【請求項４】
　前記ユーザ端末は、ＡＴＭプロトコルに従って動作するよう構成される、
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項５】
　前記ユーザ端末は、前記現金引き出し取引の実行時に前記ユーザに現金を支給しないよ
う構成される、
　請求項１又は請求項１に従属する請求項３及び４のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項６】
　前記ユーザ端末は、前記現金預け入れ取引の実行時に前記ユーザから現金を受け取らな
いよう構成される、
請求項２又は請求項２に従属する請求項３及び４のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項７】
　さらに、通信リソースを備え、
　前記処理リソースは、前記通信リソースを介して少なくとも１つのメッセージを送信す
るよう構成され、前記少なくとも１つのメッセージは、前記取引に対してユーザの口座の
からの引き落し又は入金をするための要求を表す、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項８】
　前記処理リソースは、前記取引に対して、さらなる関係者の口座に入金又は引き落とし
をするための少なくとも１つのメッセージを送信するよう構成される、
請求項７に記載のユーザ端末。
【請求項９】
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　前記処理リソースは、複数のユーザに対して複数の取引を行い、前記複数の取引の合計
金額を前記さらなる関係者の口座に入金又は引き落としをするために、少なくとも１つの
金融機関にメッセージを送信するよう構成される、
請求項８に記載のユーザ端末。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ＡＴＭプロトコルメッセージフォーマットで少な
くとも１つのメッセージを含む、
請求項８又は９に記載のユーザ端末。
【請求項１１】
　前記トークンは、前記取引の総額に対して前記又はさらなる関係者と交換可能である、
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１２】
　前記さらなる関係者は前記ユーザ端末に関連付けられ、随意、前記ユーザ端末は、前記
さらなる関係者を前記ユーザ端末に関連付けられているとして同定する識別子を格納して
いるデータストアを備える、
請求項８乃至１１のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末は、前記現金引き出し取引又は前記現金預け入れ取引を完了させるため
に、前記さらなる関係者に関連付けられているさらなるユーザデバイスの読み取りを要求
するよう構成される、
請求項８乃至１２のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１４】
　さらに、ビデオカメラを備え、
　前記処理リソースは、前記ビデオカメラの視野内の位置にて前記ユーザと現金を交換す
るよう、前記さらなる関係者に要求することを前記ユーザに促すように構成され、前記処
理リソースはさらに、前記ビデオカメラから取得されたビデオデータをログするように構
成される、
請求項８乃至１３のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１５】
　前記処理リソースは、前記現金交換が行われようとするとき、及び／又は前記交換が完
了したとき、少なくとも１つのユーザ入力を提供することを前記ユーザに促すように構成
される、
請求項１４に記載のユーザ端末。
【請求項１６】
　前記トークンは、前記トークンの有効期限を表す時間インジケータを含む、
請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１７】
　前記出力装置はプリンタを備え、前記トークンは印刷トークン、例えば印刷された紙片
を含む、
請求項１乃至１６のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１８】
　前記取引を表す領収書を発行するよう構成され、前記領収書はトークンから分離する、
請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項１９】
　前記トークンを発行するよう構成された前記出力装置から分離した領収書プリンタをさ
らに備える、
請求項１７に従属する請求項１８に記載のユーザ端末。
【請求項２０】
　前記トークンは少なくとも１つの紙トークン又は電子トークンを含む、
請求項１乃至１９のいずれか１項に記載のユーザ端末。
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【請求項２１】
　前記トークンは、人が可読可能なデータ、バーコード又は前記人が可読可能なデータの
一部又は全てを表すクイックレスポンス（ＱＲ）コードの少なくとも１つを含む、
請求項２０に記載のユーザ端末。
【請求項２２】
　前記バーコード又はＱＲコードは加盟店識別番号、現金引き出し又は預け入れの総額、
日付、取引セキュリティ番号の少なくとも１つを表す、
請求項２１に記載のユーザ端末。
【請求項２３】
　前記ユーザ端末は、キャッシュレジスタに電子的に接続され、前記トークンは、前記端
末から前記キャッシュレジスタへ送信される電子メッセージの形式である、
請求項１乃至２２のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項２４】
　筺体及び前記筺体の改ざんを検知するための少なくとも１つのセンサをさらに備える、
請求項１乃至２３のいずれか１項に記載のユーザ端末。
【請求項２５】
　ユーザデバイスを読み取るステップと、
　前記ユーザデバイスから前記ユーザデバイスに関連付けられている口座を表す口座デー
タを取得するステップと、
　前記口座に対して現金引き出しの要求を受信するステップと、
　前記口座から前記取引の総額を引き落とすステップと、
　現金引き出しのための前記要求に応答して、現金に交換可能なトークンを発行するステ
ップと、
を含む、現金引き出し取引を行う方法
【請求項２６】
　ユーザデバイスを読み取るステップと、
　前記ユーザデバイスから前記ユーザデバイスに関連付けられている口座を表す口座デー
タを取得するステップと、
　前記口座に対して現金預け入れの要求を受信するステップと、
　前記口座に前記取引の総額を入金するステップと、
　現金預け入れのための前記要求に応答して、前記現金預け入れの総額を表し、及び／又
は前記ユーザが前記現金を供与することになっているさらなる関係者を同定するトークン
を発行するステップと、
を含む、現金預け入れ取引を行う方法
【請求項２７】
　現金引き出し取引及び現金預け入れ取引の少なくとも１つを行うためのシステムであっ
て、該システムは、
　請求項１乃至２４のいずれか１項に記載のユーザ端末と、
前記ユーザ端末と通信するよう構成されているサーバと、を備えているシステム。
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